
警察職員の定員の配分に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成19年４月１日

広島県公安委員会

委員長 髙 須 司 登

広島県公安委員会規則第５号

警察職員の定員の配分に関する規則の一部を改正する規則

警察職員の定員の配分に関する規則（昭和35年広島県公安委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。

別表を次のように改める。

（第２条関係）別表

警 察 官 警察官

区 分 以外の 合 計

警 視 警 部 警部補 巡 査 計 職 員巡 査 部 長

警察本部 89 143 417 327 436 1,412 347 1,759

警 察 署 61 184 1,056 1,197 1,134 3,632 189 3,821

計 150 327 1,473 1,524 1,570 5,044 536 5,580

附 則

この公安委員会規則は，公布の日から施行する。


